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問合せ   福祉介護課　介護包括ケア担当　☎︎ ６６・３１１１　内線１４２

　本人または扶養を受けている方がおむつを使用している場合、町が発行する「おむつ使用確認書」とお
むつ代の領収書があれば、確定申告により医療費控除を受けることができます。
　次の要件をすべて満たしている場合は、町で「おむつ使用確認書」の交付ができます。
　注：要件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。

　長瀞町が保有する要介護（要支援）認定に関する主治医意見書において
・「障害高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）」がB1、B2、C1、C2に該当していること
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または「尿失禁」が「現在あるかまたは今後
　発生の可能性の高い状態」であること

おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が
連続しているものに限る)の有効期間(当該年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当
たり作成されたもの。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書。ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない
場合は、当該年に現に受けていた要介護認定（有効期間が13か月以上のものに限る）の審査に当たり作
成されたもの。

｢おむつ使用確認書｣交付要件

対象となる主治医意見書

おむつ代の医療費控除

協　力：ちちぶ広域聴覚障害者協会　　担　当：福祉介護課　☎︎６６・３１１１

右手の人差し指で胸を指しま
す。

つまんだ右手指先を上に向け
て開き、五指をひらひらと揺
らしながら鼻に近づけます。

右手拳の親指側をおでこに軽く
２回あてます。

動画はこちらから

「私は花粉症です」の手話表現
簡単な手話を覚えましょう【第７１回】

　身体障害者手帳などを持っていない方でも、次の条件を満たしていれば「障害者控除対象者認定書」の
交付が受けられ、この認定書を、申告時に提示することにより、本人、または扶養者が障害者控除の適用
を受けられる場合があります。

・身体障害者手帳などを持っていない６５歳以上の要支援２、または要介護１～５の介護保険の認定を令
　和７年１２月３１日現在で受けていること
・介護保険の要介護認定のために医師が作成した主治医意見書及び訪問調査結果で、日常生活自立度が低いこと

　※日常生活自立度は、必ずしも介護度の重さとは一致しませんので、介護度が重度の方が対象者として
　　認定される訳ではありません。

　該当すると思われる方は、福祉介護課に「介護保険被保険者証」を持参し、本人、または代理人が申請
してください。申請に基づき確認し、該当する方には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
　なお、身体障害者手帳などをお持ちの方は、申請の必要はありません。
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障害者控除対象者認定書を交付します


